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☆人工知能（ＡＩ）関連技術に関する特許の権利行使
−発明の特定に特徴量等を用いたクレームについて− ⑽

☆公衆送信権・送信可能化権の判決から探る
著作権侵害の成否…………………………… ⑴

１．はじめに
１．１　著作権関連裁判の近年の傾向

著作権は支分権の束であり、複製権をはじめ、
表１に示すような様々な支分権が著作権法21条〜28
条に規定されている。そのほか、著作者人格権お
よび著作隣接権などが著作権法に規定されている。

表１は、直近の３年間（2019〜2021年）に言い
渡された判決文およびその20年前の３年間（1999

年〜2001年）に言い渡された判決文を裁判所の
ウェブサイトの裁判例検索において検索範囲に定
め、各期間に各支分権の名称が登場した判決の件
数を調べた結果である。裁判例検索のデータベー
スに納められていない判決文がある点および支分
権に無関係な事件の判決文がヒットすることがあ
る点などに鑑みると大まかではあるが、全体的な
傾向を掴むことができる。
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